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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン（抜粋）
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※当課とは県保健医療福祉課を指す



１ はじめに

１－１ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する考え方

地域ごとの外来医療機能の偏在等の客観的な情報を，新たに開業しようとしてい

る医療関係者等が有益な情報として参照できるよう，可視化して提供することで，

個々の医師の行動変容を促し，偏在是正につなげていくことを基本的な考え方とし

ている。

１－２ 外来医療計画の全体像

外来医師偏在指標の活用においては，あくまでも相対的な偏在の状況を表すもの

であるという性質を十分に踏まえた上で，外来医師偏在指標の数値を絶対的な基準

として取り扱うことや外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用を行うことの無

いよう十分に留意する必要がある。

１－３ ガイドラインの位置づけ

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項については，医療計画に盛り込

むべき事項とされていることから，本ガイドラインを参考に、協議結果を踏まえ，

医療計画に位置づけられたい。

２ 外来医療計画の策定を行う体制等の整備

２－２ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場

協議の場については，地域医療構想調整会議を活用することが可能。

２－３ 外来医療計画策定のプロセス

外来医療療計画は医療計画の一部であることから，その策定に当たっては，医師

会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに，都道府県医

療審議会，市区町村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある。

４ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定

４－１ 区域単位

対象区域は，二次医療圏とするが，人口規模，患者の受療動向，医療機関の設置

状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても差

し支えない。

４－２ 外来医師偏在指標

５つの要素（医療需要（ニーズ）及び人口構成とその変化，患者の流出入等，へ

， ， （ 、 ））き地等の地理的条件 医師の性別・年齢分布 医師偏在の種別 区域 入院／外来

を勘案した人口10 万人対診療所医師数を用いる。

４－３ 外来医師多数区域の設定

外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中で上位33.3％に該当する二次医療圏を

外来医師多数区域と設定する。
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５ 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組

５－１ 新規開業者等に対する情報提供
都道府県においては，二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多数区域

である二次医療圏の情報や医療機関のマッピングに関する情報，厚生労働省から提

供する情報等について整理を行い，整理した情報を外来医療計画に盛り込むこと。

５－２ 外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に求める事項

外来医師多数区域での新規開業については，新規開業希望者に対して全国的な外

来医師の偏在の状況を十分に踏まえた判断を促す必要がある。

外来医師多数区域においては，新規開業者に対して，地域で不足する外来医療機

能を担うことを求めること。

新規開業者の届出様式には，地域で不足する外来医療機能を担うことに合意する

旨の記載欄を設け，協議の場において合意の状況を確認すること。

合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否

する場合等には，臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこと。

５－３ 現時点で不足している外来医療機能に関する検討

検討すべき外来医療機能として，夜間や休日等における地域の初期救急医療に関

する外来医療の提供状況，在宅医療の提供状況，産業医・予防接種等の公衆衛生に

係る医療の提供状況等が考えられる。

５－４ 合意の方法及び実効性の確保

協議の場において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含まれて

いる場合が想定されることから，合意に当たっては，都道府県と関係者との間で丁

寧かつ十分な協議が行われることが求められる。

外来医療の偏在対策の実効性を確保するため，対象区域における協議の場におい

て結論を得た方針に沿わない医療機関等については，医療計画の見直し時に合わせ

て都道府県医療審議会に報告し，意見を聴取するなどの一定の確認を必要とする。

５－５ 患者や住民に対する公表

厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の中には，レセプト情報

を活用して収集した具体的な医療の内容に関する項目が含まれていることから，患

者・住民に対して広く情報を公表する際には，医療機関を受診した患者や医療機関

自体の個人情報保護に係る配慮が必要である。

５－６ 各医療機関での取組

各医療機関は，対象区域において求められる外来医療機能を真に担っているか，

自医療機関において提供している医療の内容や医療機関内における体制について検

討することが必要である。
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６ 医療機器の効率的な活用に係る計画

６－１ 医療機器の効率的な活用に関する考え方

今後，人口減少が見込まれ，効率的な医療提供体制を構築する必要がある中，医

療機器についても効率的に活用できるよう対応を行う必要がある。

医療機器の効率的な活用に資する施策として，地域の医療ニーズを踏まえた地域

ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し，外来医療に関する協議の場

等を活用し、医療機器の共同利用等について協議すること。

６－２ 協議の場と区域単位

医療機器の効果的な活用に係る計画についても，外来医療計画に盛り込むものと

する。

６－３ 医療機器の効率的な活用のための検討

外来医療計画に盛り込む事項としては、

① 医療機器の配置状況に関する情報（医療機器の配置状況に関する指標）

② 医療機器の保有状況等に関する情報

③ 区域ごとの共同利用の方針

④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス

が考えられる。

７ 外来医療計画の実行に関するＰＤＣＡサイクル

(1)ＰＤＣＡサイクル

地域に必要な外来医療提供体制の構築に必要な施策の進捗評価を定期的に実施

し，必要に応じて施策の見直しを図るなど，ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させ

ることが必要である。

外来医療に係る医療提供体制については，比較的短期間に変化しうることから，

３年ごとに中間見直しを行うこと。
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鹿児島県外来医療計画骨子

※計画骨子（案）については，現行の保健医療計画を基に，厚生労働省発出の「外来医療に
係る医療提供体制の確保に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という 」を参照）。
し検討を行った。

章 備考

第１章 総論

第１節 計画策定の趣旨 ・現行の保健医療計画及び
ガイドラインを参考とした

第２節 計画の位置づけ 体系整理
・ガイドライン１－１，１－２，１－３

第３節 計画の期間

第２章 本県の外来医療の現状

第１節 本県の外来医療機能の現状・課題
１ 区域単位 ・ガイドライン４－１
２ 現状・課題

ア 外来医師偏在指標，外来医師多数区域 ・ガイドライン４－２，４－３
イ 現時点で不足している外来医療
(ア）夜間や休日等における地域の初期救急

医療の提供体制
（イ）在宅医療の提供体制 ・ガイドライン５－３
(ウ）産業医・学校医・予防接種等の公衆衛

生に係る医療提供体制
（エ）その他

第２節 本県の医療機器の現状・課題
１ 区域単位 ・ガイドライン６－２
２ 現状・課題

ア 医療機器の配置状況 ・ガイドライン６－３
イ 医療機器の保有状況 ・ガイドライン６－３

第３章 施策の方向性

第１節 取組の基本的方向 ・ガイドライン５－４

第２節 各施策の方向性
１ 外来医療提供体制

ア 新規開業者等に対する情報提供 ・ガイドライン５－１
イ 協議の場の設置 ・ガイドライン２－２，５－３
ウ 新規開業者への対応 ・ガイドライン５－２

２ 医療機器の効率的な活用
ア 共同利用の方針 ・ガイドライン６－１
イ 新規開業者等に対する情報提供 ・ガイドライン６－３
ウ 協議の場の設置 ・ガイドライン６－２
エ 医療機器の共同利用に係る計画 ・ガイドライン６－３

第４章 計画の推進方策

第１節 外来医療計画の周知と情報提供 ・現行の保健医療計画に基づ
く体系整理

第２節 計画の推進体制と役割 ・ガイドライン５－５，５－６，７
１ 県
２ 各医療機関
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外来医療計画策定スケジュール

内 容
年 月

県県地域医療対策協議会

○第１回県地域医療対策協議会R元 ７
（7/23)下旬

・計画の骨子（案）について

○骨子案を踏まえた計画（素案）８
の検討

○第２回県地域医療対策協議会９
・計画（素案）について

～

10

11
○計画（案）の検討・調整

12
○県議会への説明

○第３回県地域医療対策協議会R２ １
・計画（案）について

～

○市町村等の意見聴取２
○パブリックコメントの実施

○医療審議会への諮問，答申３
○計画の決定

○計画の公示

○計画の公表

○厚生労働大臣への提出
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・現時点で不足している外来医療機能に関する検討

地域振興局・支庁

• 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
• 在宅医療の提供体制
• 産業医，学校医，予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制
• その他地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能

地域医療構想調整会議等の進め方（イメージ図）
外来医療提供体制の協議について

協議が必要
協議の場への出席を求める

地域医療構想調整会議等

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度
～

検討内容結果を外来医療計画に盛り込む

・開業に当たっての事前相談
・外来医療計画に定められている当該区域の方針に関する事項を情報提供

医
療
機
関

協議の場（例：地域医療構想調整会議）において，合意の状況を確認。

合意が得られない場合

協議後も，合意が得られない場合

県医療審議会へ報告

協議結果等の公表

外来医師多数区域となった地域振興局・支庁

新規開業者の届け出様式の変更（R2～）：届出様式に，地域で不足する外来医療機能を担うことに合意する旨の記載欄を設ける

相談

情報提供
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※ 11月末までに「検討内容報告書」に
    協議結果をまとめ 県保健医療福祉課へ
    提出



・共同利用の相手方となる医療機関
・共同利用の対象とする医療機関
・保守，整備等の実施に関する方針
・画像撮影等の検査機器についは画像情報及び画像診断情報の提供に関する方針

地域医療構想調整会議等の進め方（イメージ図）
医療機器の効率的な活用のための検討

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度
～

医療機器の効率的な活用のための協議の場を設置
例：地域医療構想調整会議

・医療機器の種類毎に共同利用の方針について協議を行い，結果を公表

外来医療計画において以下の項目を盛り込む
・医療機器の配置状況に関する情報
・医療機器の保有状況に関する状況
・区域ごとの共同利用の方針
・共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス

・共同利用の方針に従い医療機関が医療機器を購入する場合や，当該機器の共同利用を新たに行う場合には，
共同利用に係る計画（以下「共同利用計画」）を作成し，協議の場において確認。

医療機関

・共同利用を行わない場合については，共同利用を行わない理由について，
協議の場で確認する

作成

共同利用計画

県医療審議会
において共有
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R1.8.9 令和元年度外来医療計画担当者説明会 参考資料「外来医療計画に関するデータ」より一部抜粋

参考）
【外来医師偏在指標の算出方法】

• 外来医療については，診療所の担う役割が大きいため，診療所医師数を性別・年齢階級別に区分し，平均労働時間の違いを用いて
調整する。

• 将来の人口10万人対医師数をベースに，地域ごとに性・年齢階級による外来受療率の違いを調整する。
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